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平成20検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画について 

【トピックス】 

 
 

１． はじめに 

金融庁では、先般（８月 19 日）、「平成 20 検査事務年度検査基本方針」及び「平成 20 検査事務年度

検査基本計画」を公表し、平成 20 検査事務年度における検査の実施方針や実施予定数を明らかにしま

した。検査基本方針及び検査基本計画の概要は以下のとおりです。 

金融庁では、昨年より、金融規制のさらなる質的向上を目指した取組み、すなわち、『ベター・レギ

ュレーション』への取組みを進めてきたところです。金融検査においては、ベター・レギュレーション

の趣旨を踏まえ、リスクの複雑化・多様化等への対応を検査重点事項として掲げるとともに、メリハリ

ある検査の実施や全面施行された金融検査評定制度の適切な運用等の各種施策を進めてきました。 

こうした中、平成 20 検査事務年度においては、ベター・レギュレーションの考え方を財務局も含め

た検査部局全体に一層浸透・定着させることを 重要課題とし、本年改定した検査マニュアル前文に則

った取組みを推進することを検査運営の基本的な考え方とした上で、19 事務年度の検査運営や金融機

関を取り巻く現下の情勢等を踏まえた重点的な検証課題に取組むこととしています。 

 

２． 検査運営の基本的な考え方 

平成 20 検査事務年度の金融検査においては、本年８月８日に改定された「金融検査マニュアル」、

「保険検査マニュアル」等の前文（「はじめに」）に明記してある、検査官が配意すべき５項目に、関係

部署との連携強化や検査部局の人材育成などを掲げた『検査の実効性の向上』を加えた６項目を、検査

運営の基本的な考え方としています。 

 

３． 検査重点事項 

金融機関を取り巻く内外の経済・金融環境が大きく変化する中、金融機関においては、全体の収益

目標およびそれに向けたリスクテイクや人的・物的資源配分の戦略等を明確にした戦略目標を定め、

それを踏まえた適切なリスク管理を行うことが強く求められています。 

このため、金融機関の経営陣においては、一層自らの経営管理（ガバナンス）態勢の整備を図る必

要がありますが、金融検査においては、金融機関が戦略目標に即した適切な法令等遵守態勢及びリス

ク管理態勢を整備しているか、金融機関全体を貫く経営管理（ガバナンス）態勢が有効に機能してい

るかに注目して検証します。その上で、特に、以下の事項については、重点を置いて深度ある検証を

行います。なお、以下の事項は 20 年８月時点の検査重点事項であり、金融機関を取り巻く情勢等を踏

まえ、必要に応じて随時見直すこととしています。 

 

（１） 各種貸出・金融商品の実態に応じた適切なリスク管理態勢の構築 

    各種貸出・金融商品に内在するリスクを的確に把握し、適切なリスク管理やALMを行っているか検

証します。持株会社については、グループが抱える各種リスクを統合的に管理しているか検証します。 

    例えば、適切なリスク管理態勢の構築の重要性が高まっていることに鑑み、各種貸出・金融商品の

審査・管理態勢の整備について検証します。また、バーゼルⅡへの対応状況についても検証を行いま

す。 

 

（２） 国際的に業務展開する金融機関の管理態勢の整備 

    我が国金融機関の海外業務展開の進展状況に鑑み、ｱﾝﾁ･ﾏﾈ-･ﾛｰﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ態勢の整備、情報収集、リ

スク把握など、適切な海外業務管理態勢の構築について検証します。あわせて、海外当局との深度あ

る連携を従来以上に行っていきます。 

    また、我が国の市場で活動する金融コングロマリットに対する検査にあたっては、証券取引等監視

委員会とも連携しながら、適切な検証を行います。 
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（３） 顧客保護の推進・利用者利便の向上への対応 

金融機関が多様で質の高い金融サービスを提供するためには、顧客情報の管理、優越的地位の濫

用や利益相反の防止等の基本的な顧客保護の取組みを推進すると同時に、より積極的な利用者利便

向上に向けた態勢整備が求められています。こうした観点から、顧客に迷惑をかけていないかなど、

金融機関に 低限求められるミニマムスタンダードを達成しているか、顧客保護の取組みを検証す

ると同時に、顧客のニーズの高まりに対応した積極的な取組み、ベストプラクティスを目指すため

の利用者利便向上に向けた態勢整備を検証・評価します。 

具体的には、金融商品取引法等の本来の趣旨に則り、それぞれの顧客の知識、経験、理解度等を十

分に踏まえ、柔軟性をもった顧客対応を行っているか、実質的な面に着目して検証を行います。保険

会社については、不払い問題等の再発防止に向けた改善対応状況を検証するとともに、預金取扱金融

機関を含め、勧誘時から契約終了時までのプロセスを通じて真に顧客ニーズに応える情報提供や顧客

対応を行う態勢整備に努めているか検証・評価します。 
このほか、相談・苦情等への適時適切な対応に向けた態勢整備についての検証や、反社会的勢力と

の取引防止、振り込め詐欺への対応、情報セキュリティ対策など、適正かつ安全な金融取引等の確保

に向けた取組みについての検証を行います。また、システム障害への対応などシステムリスクの適切

な管理、ITを利用した経営効率化等への取組みについても、検証・評価を行います。 

 

（４） 円滑な中小企業・地域金融に向けた対応 

我が国経済の基盤を支える中小企業に対する円滑な金融は、金融機関の も重要な役割の一つです。

特に、地域経済における拠点としての役割も担う地域金融機関には、自らの責任と判断により適切か

つ積極的にリスクテイクを行うとともに、それにふさわしい適切なリスク管理態勢を整備することを

通じ、地域における金融仲介機能を積極的に発揮していくことが強く期待されています。 

こうした観点から、金融検査においては、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕や「成長力

強化への早期実施策」等に沿って、中小企業の実態を踏まえた円滑かつ積極的な金融仲介機能が発揮

できる態勢が構築されているかについて検証します。また、前向きな取組みについては、積極的に評

価するようにします。 

具体的には、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の周知・広報を更に徹底することにより、

中小企業の資金調達面での活用を支援します。加えて、金融機関の中小企業への資金供給に向けた態

勢整備の検証に際しては、同マニュアル別冊の趣旨を踏まえた融資態勢となっているかを重視し、中

小企業に対する金融仲介機能の十全なる発揮を促します。また、地域金融機関の中小企業の事業再生

に対する取組みや中小企業の経営安定を図るためのツールの活用を促進する観点から、中小企業の事

業再生等に向けた取組実態を検証し、優れた取組みや創意工夫については積極的に評価するようにし

ます。 

 

４． 検査基本計画の概要 

 「平成20検査事務年度検査基本計画」においては、預金等受入金融機関285機関、保険会社20社、貸

金業者・前払式証票発行者・その他金融機関あわせて285社の検査を予定しています。検査にあたって

は、検査基本方針や、「金融検査に関する基本指針」（平成 17 年７月公表）等の趣旨に則った検査を実

施していきます。 

 

５． 終わりに 

   金融検査は、金融機関の経営改善に向けた、金融庁と金融機関の共同作業であると考えています。金

融庁では、今後も、金融機関の業務の健全性や適切性を確保するため、金融機関の利用者や国民経済の

立場に立ち、ベター・レギュレーションの趣旨に則った検査を実施していく方針です。 

  

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「平成20検査事務年度検査基本方針及び検

査基本計画について」（平成20年８月19日）にアクセスしてください。 
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「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」等の一部改定に 

ついて 

 

 

   
１．はじめに 

金融庁は、平成20年8月8日に「金融検査マニュアル」、「保険検査マニュアル」等を一部改定し、

検査官に周知するとともに、パブリックコメントへの回答とあわせて公表しました。 

以下、今回の検査マニュアル改定の経緯・概要について説明します。 

 

２．検査マニュアル改定の経緯・目的 

   今回の検査マニュアルの改定は、金融検査の質的向上を図るために、検査官が配意すべき５項目を検

査マニュアルの前文（「はじめに」）として明記し、その実践・定着を図ることを狙いとしています。 

金融庁は、平成 19 事務年度（平成 19 年 7 月～20 年 6 月）より金融規制の質的向上（ベター・レギ

ュレーション）を金融行政における大きな課題として明確に位置付け、その取組みを推進しています。 

金融検査は、金融規制そのものですから、金融検査（規制）の質的向上（ベター・レギュレーショ

ン）は、検査部局の 重要課題であると同時に、日常業務でもあると考えられます。そこで、平成 19

事務年度を通じて、金融検査の質的向上に向け、様々な取組みを行ってきました。 

１年間の取組みを検証すると、取組みの方向性には問題がないものの、財務局を含めた全検査官に対

して取組みを徹底するという観点からは、更なる努力が必要と考えられました。そこで、金融検査の質

的向上への取組みを恒久的、制度的なものとして位置付けるとともに、全検査官に対して取組みの更な

る実践・定着を促す観点から、検査官の手引書である検査マニュアルに具体策を明確に記載することと

しました。 

 

３．検査マニュアル改訂の内容  

   検査官が配意すべき５項目とは以下のとおりです。 

 

① 重要なリスクに焦点をあてた検証(｢ﾘｽｸ･ﾌｫｰｶｽ､ﾌｫﾜｰﾄﾞ･ﾙｯｷﾝｸﾞ｣ｱﾌﾟﾛｰﾁ) 

  検査官は、立入検査開始前、立入検査中を通じて、入手した情報や検証内容を基に、各金融機関

の持つリスクの所在を分析し、重要なリスクに焦点をあてたメリハリのある検証に努める必要があ

る。 

 

検査マニュアルのチェック項目の全てを網羅的に検証し、把握した問題点はささいなことであっても

全て指摘するといった「総花的な検査」又は「重箱の隅をつつくような検査」ではなく、重要なリスク

を適切に管理できる態勢が整備されているのかに焦点を絞って検証をしていくというメッセージを込め

ています。 

リスク管理が不十分な場合に改善が必要なのは、重要なリスクに限定される訳ではありませんが、

PDCA サイクルに基づく改善への取組みは金融機関自身により行われるべきものです。金融検査はあく

までも信用秩序の維持、預金者保護、金融機能の円滑化といった観点から、金融機関自身の取組み等を

補強するために実施するものですから、小さなリスクについては金融機関自身の対応に委ね、金融検査

では重要なリスクに焦点を当てた検証を行うべきと考えます。 

なお、本項目は、重要なリスクが存在すること自体を問題視するものではありません。金融機関のビ

ジネスはリスクテイクを前提としたものであり、重要なリスクが存在しない金融機関があるとすれば、

むしろそちらの方が問題です。ただし、リスクテイクのためには、それに見合ったリスク管理が必要と

なる訳ですから、その点を検証してくことになります。 

また、ここでいう重要なリスクとは、金融機関の業務の健全性及び適切性の確保に重大な影響を及ぼ

し得るリスク全てを対象としており、必ずしも検査マニュアルの各リスク管理態勢でいうリスク（信用

リスク、市場リスク等）に限定するものではありません。例えば、顧客保護の観点から、重大な問題が

発生しかねないリスクがあれば、これも重要なリスクに含まれることになります。重要なリスクの判断

にあたっては、問題が発生した場合に経営に及ぼす影響度に加え、問題が発生する可能性も勘案して検

討することになります。 
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② 問題の本質的な改善につながる深度ある原因分析・解明 

    検査官は、経営の健全性等に重大な影響を与える問題点については、金融機関との間で、問題の本

質的な改善のために必要な対応の方向性（改善の方向性）に関する認識を共有することにつながるよ

う、双方向の議論により、特に深度ある原因分析を行い、原因の解明に努める必要がある。 

 

「経営の健全性等に重大な影響を与える問題点」とは、①の「重要なリスクに焦点をあてた検証」を行

った結果、把握された態勢上の問題点を指しています。 

重大な問題事象が発生、あるいは問題事象が頻発しているような場合には、何らかの態勢上の問題が

原因になっていると考えられます。こうした場合、態勢上の問題を改善しないまま、問題事象への対応

だけを行ったとしても、問題の本質的な改善にはならず、同じ態勢上の問題を背景とする別の問題事象

の発生を防止することはできません。 

したがって、問題の本質的な改善を図るには、問題事象の背景にある態勢上の問題について検証して

いく必要があります。そのためには「双方向の議論により、特に深度ある原因分析を行い、原因の解明

に努める」プロセスが必要と考えられます。 

このプロセスを経ることによって、検査官と金融機関との間で態勢上の問題がどこにあるのかという

認識が共有されれば、当然その態勢上の問題を改善しなければならないという改善の方向性に関する認

識も共有されます。 

なお、改善の方向性とはどのような方法で改善を行うのかといった具体的な改善策の内容まで含むも

のではありません。具体的な改善策は、改善の方向性を踏まえて、各金融機関が自らの経営責任で決定

すべき事項です。 

 

③ 問題点の指摘と適切な取組みの評価、静的・動的な実態の検証 

検査官は、（ⅰ）問題点については的確に指摘するとともに、改善・向上につながる適切な取組み

については評価すること、（ⅱ）検査時点における問題点等の静的な実態のみならず、態勢整備の進

捗状況等の動的な実態についても十分検証すること、の二点に留意し、的確な実態把握を行う必要が

ある。 

 

本項目は（ⅰ）、（ⅱ）のいずれも金融機関の内部管理態勢の実態をより的確に把握するとともに、金融

機関の改善へのインセンティブ付けを行うことを狙いとしたものです。 

  

(ⅰ)  問題点の指摘と適切な取組みの評価 

これまでの金融検査は、問題点の指摘に重点を置いたものとなっていました。もちろん、金融機関

自身の経営改善に向けた取組みを促す上で、問題点を的確に指摘することは必要ですが、検査の度に

ケチばかりつけられるというのでは、金融機関にとってインセンティブにはなりにくいと思われます。

適切な取組みを評価することにより、金融機関にとっても、取組みを行う際には、「評価されるよう

な取組みにしよう」というインセンティブ、取組みが評価されれば「更に推進していこう」といった

インセンティブになるのではないかと期待しているところです。 

また、そもそも金融機関の内部管理態勢は、満点ということも零点ということも考えにくく、いい

面と悪い面の双方がある訳ですから、改善・向上につながる適切な取組みについては評価した上で、

問題点については的確に指摘するといったバランスの取れた検証を行うことにより、金融機関の内部

管理態勢の実態が把握できると考えられます。 

  

(ⅱ)  静的・動的な実態の検証 

金融検査は、立入検査期間という一時点での金融機関の内部管理態勢の実態を把握するものですが、

その時点におけるスナップショットを撮るだけでなく、金融機関の内部管理態勢が改善の方向に向か

っているのか、それとも悪化の方向に向かっているのかといった動的な実態を把握することも重要で

す。例えば、２つの金融機関の内部管理態勢が同レベルだったとしても、片方は改善の途上、もう一

方は以前に比べて悪化しているということであれば、後者の改善状況をより注視していく必要があり

ます。 

金融機関にとっても、改善に取り組んでいる場合、それが現時点ではまだ十分なレベルに達してい
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ないとしても、単に「不十分です」とだけ指摘されるのではなく、「まだ不十分ですが、以前と比べ

れば改善しています」と改善の努力を評価された方が、更なる改善のインセンティブになるのではな

いかと期待しているところです。 

 

 ④ 指摘や評定根拠の明示、改善を検討すべき事項の明確化 

検査官は、指摘事項や評定に関する対話・議論を進めるにあたっては、具体的かつ論理的に根拠

を示すとともに、より高い水準の内部管理態勢の構築に向け、改善を検討すべき点が明確になるよ

う、具体的に示す必要がある。 

 

  前述のとおり、金融検査は金融機関の自主的な経営改善への取組みを補強するものです。また、検査

結果については監督部局がフォローアップを行うことになります。したがって、金融機関や監督部局に、

検査官の問題意識が明確に伝わるように検査結果（評定や指摘）を取りまとめる必要があります。その

ために具体的かつ論理的に根拠を提示するというのは当然のことですが、「検査官個人の印象や基準で

評定や指摘が行われているのではないか」という批判もあることから、改めて具体的かつ論理的に根拠

を提示すべき旨を検査官に徹底するため、本項目を記載しています。 

なお、検査結果については、検査官が「検査結果報告書（通知書案）」を作成し、審査部門が審査を

行った上で、「検査結果通知書」が金融機関に通知されることになっています。そうした意味では「指

摘や評定根拠の明示、改善を検討すべき事項の明確化」は審査部門にとっても配意すべき事項となり

ますが、検査マニュアルはあくまでも検査官の手引書であることから、本項目についても、検査官が

指摘事項や評定に関する対話・議論を進める際に配意すべき事項として整理しています。 

  

⑤ 検証結果に対する真の理解（「納得感」） 

検査官は、金融機関の主体的・能動的な経営改善に向けた取組みにつながるよう、的確な検証、

経営陣との対話、双方向の議論等を通じて、検証結果に対する真の理解（「納得感」）を得るよう努

める必要がある。 

 

  ①から⑤に配意して検証を行ったとしても、検証結果に対して金融機関がそれを真に理解し、納得し

ていなければ、金融機関自身による主体的・能動的な経営改善は期待できません。金融機関の経営改善

が「納得はできないが、仕方ないから対応しておくか」というような表面を取り繕うアリバイ的対応で

はなく、「検査をきっかけにして内部管理態勢のレベルアップを目指そう」という主体的・能動的な対

応でなければ、経営改善にはつながらないと考えます。 

  金融機関の真の理解を得るためには、的確な検証を行うだけでは不十分です。いくら的確な検証であ

っても、一方的にこれを押し付けようという態度に終止し、経営陣との対話、双方向の議論といった金

融機関とのコミュニケーションが不十分であれば、理解・納得を得ることはできない訳ですから、その

点について配意が必要となります。 

 

４．おわりに 

検査マニュアルに記載したからといって、直ちにその取組みが定着するというものではありません。

金融庁では、財務局を含めた全検査官への５項目（ベター･レギュレーション）の定着・実践を平成 20

検査事務年度の 重要課題として位置づけ、検査官に対する事前の指導を徹底するとともに、その実践

状況をモニタリングし、必要に応じて、改善の指導を行っていきます。 

金融検査は、検査官と各金融機関との共同作業です。検査を受ける立場にある各金融機関におかれま

しては、金融検査を経営改善の好機と捉え、検査官が５項目に配意していることを前提に、検査官と十

分な対話や双方向の議論を行って下さい。その上で、検査官の配意が不十分と感じられる場合には、遠

慮なくその旨をご指摘いただきたいと考えています。 

 

※ 今回改定されたマニュアルの内容及びパブリックコメントの結果につきましては、金融庁ウェブサ

イトの「報道発表資料」又は「パブリックコメント」から、『「金融検査マニュアル」及び「保険検査

マニュアル」等の一部改定について』（平成20年8月8日）にアクセスしてください。 
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平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について 
 

証券取引等監視委員会では、先般（７月25日）、「平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本

計画」を公表し、平成 20 事務年度における証券検査の実施方針及び実施予定数を明らかにしました。証

券検査基本方針及び証券検査基本計画の概要は以下のとおりです。 

 

１．証券検査基本方針 

（１）基本的考え方 

我が国金融・資本市場は、金融商品・取引のグローバル化といった環境変化などダイナミックな状

況変化に直面しています。これに対応するため、金融庁においては、海外証券規制当局と同様、市場

参加者にとって、より質の高い規制を目指すベター・レギュレーションによる取組みが進展中です。 

こうした状況の下、証券取引等監視委員会としては、ベター・レギュレーションを含め内外の動き

を視野に入れた検査、金融商品取引業者等に公正・健全な市場確保のために貢献するゲートキーパー

としての自覚を促す検査を行うことが重要であると考えています。そのため、市場参加者にとって望

ましいと考える効率的・効果的な検査を行っていく方針です。 

「効率的な検査」とは、金融商品取引業者等自身の自己改善努力を 大限に活かし、これを補完す

るような検査を行うことです。また「効果的な検査」とは、検査結果が金融商品取引業者等の内部管

理態勢の持続的な改善等に確実に結びつくような検査を行うことです。 

具体的には、以下の点に留意しつつ、効率的かつ効果的な検査を行います。 

① 市場ルールに関する違反行為の検証を行うとともに、金融商品取引業者等の経営管理態勢等に着

目したプリンシプル・ベースも踏まえた検査 

② 検査対象先のリスクの所在を分析し、当該リスクに焦点を当てたメリハリのある検査 

③ 金融商品取引業者等との双方向の対話等を重視した検査 

④ 検査の透明性等を向上させるため、検査マニュアルの見直し、公表 

 

（２）重点検証事項 

   今事務年度においては、以下の検証項目について重点的に検証を行います。 

 ① 金融商品取引業者等の市場仲介機能にかかる検証 

   ・反社会的勢力との取引の未然防止態勢の検証、疑わしい取引の届出態勢の検証 

   ・有価証券の引受審査等の適切性の検証 

   ・システムリスク管理態勢の検証 

② 法人関係情報の管理態勢（不公正な内部者取引の未然防止）にかかる検証 

③ 投資運用業者等の業務の適切性にかかる検証 

④ 公正な価格形成を阻害するおそれのある行為の検証 

⑤ 投資勧誘の状況や分別管理の適切性に係る検証 

⑥ 自主規制機関の適切な機能発揮等のための検証 

⑦ 新たな検査対象先・金融商品等に係る検証 

⑧ 過去の検査における問題点の改善状況等に係る検証 

 

２．証券検査基本計画 

本事務年度の証券検査基本計画では、第１種金融商品取引業者等 130 社(うち財務局等が行うもの

110 社)、投資運用業者、投資助言・代理業者 70 社(うち財務局等が行うもの 35 社)に検査を実施する

ことを予定しており、さらに、自主規制機関、第２種金融商品取引業者等についても必要に応じて検査

を実施する予定です。 

 

※ 詳しくは、証券取引等監視委員会ウェブサイトから「平成 20 事務年度証券検査基本方針及び証券検

査基本計画(Ｈ20年７月25日)」にアクセスしてください。 
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「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について 
 
１．概要  

金融庁では、「金融検査に関する基本指針」の適切な運用の確保及び検査マニュアルの機械的・画一

的な運用を防止する等の観点から検査モニターを実施し、その後の検査業務の参考としています。 

検査モニターには、検査局や財務局の各幹部が検査先の金融機関へ赴き、検査の実施状況などについ

て直接ご意見を伺うオンサイト検査モニターと、検査終了後アンケートに回答をいただくオフサイト検

査モニターの２方式があります。 

今般、平成 19 検査事務年度に実施した検査に関するオフサイト検査モニターのアンケート結果を取

りまとめましたので、平成20年7月31日に公表しました。 

 

２．アンケート要領  

◇ アンケートは、以下の２種類について、「１（妥当）」「２（概ね妥当）」「３（あまり妥当でない）」

及び「４（妥当ではない）」の４肢択一方式で回答していただくものです。 

   ＜アンケート式①＞ 検査執行状況等に関する事項 

   ＜アンケート式②＞ 検査結果通知に関する事項 

 
◇ 対象先、回収率 

   ＜アンケート式①＞  

対象先：230先（19年７月以降20年５月末日までの間に立入検査を終了した先） 

回収率：167先（73％） 

   ＜アンケート式②＞  

対象先：177先（19年７月以降20年５月末日までの間に検査結果を通知した先） 

回収率：122先（69％） 

 

３．アンケート結果（総括）  

アンケート結果（別紙参照）は、全体として「１」、「２」とする回答が、それぞれ 62％、34％寄せ

られています。 

昨年の公表時と比較して、「１」と「２」を合わせた回答率は、大きな変化はないものの若干ながら

上昇しています。（一昨年93.4％、昨年94.3％、今回95.2％） 
 
４．アンケート項目ごとの状況  

アンケート結果を項目別にみると、全 25 項目のうち 21 項目で、「１」と「２」を合わせた回答率が

90％を超えています。また「検証にあたっての双方向の議論」や「検査マニュアルの機械的・画一的な

運用」などの項目については、昨年と比較し、「３」と「４」を合わせた回答率が減少しています（注）。 

（注）「３」と「４」を合わせた回答率 

         「検証にあたっての双方向の議論」      昨年3.1％、今回1.2％ 

         「検査マニュアルの機械的・画一的な運用」 昨年4.4％、今回2.4％ 

 

 

これらは、研修等の機会を通じて検査官に徹底を図ったこと、主任検査官に各検査官の指導を徹底し、

きめ細かい管理を行うように指導したことなどが反映されたものであると思われます。 

一方で、「３」と「４」を合わせた回答率が 3％を超えている項目も認められます。これらのうち、

主なものについて、付記された意見の内容と併せて、金融庁としての考え方や対応をご紹介します。 

     

◇「検査の時期」・・・「３」と「４」を合わせた回答率13.8％ 

金融機関から、検査の時期が決算期などの繁忙期と重なり負担感が大きく、金融機関の規模等によっ

ては、業務執行へ影響するなどの意見がありました。 
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これらの意見に対しては、今後とも、経営に重要な影響を与える問題点に焦点をあてたメリハリのつ

いた検証を行うなど、金融機関の負担軽減に配慮していきたいと考えています。一方で、検査の必要性

や、現状の人員体制などの問題もあって、当方の対応にも限界があることもご理解いただきたいと思い

ます。 

 

◇「執務時間の考慮」・・・「３」と「４」を合わせた回答率6.0％ 

  金融機関から、検査官の退出時刻が22時を超える日があったなどの意見がありました。 

これらの意見に対しては、金融機関の負担への配慮という視点に立ち、主任検査官による執務時間の

管理を厳格に行うよう引き続き徹底するほか、今後とも研修等の機会を通じ検査官に対する指導に努め

ていきます。 
       
◇「提出期限の設定に当たっての配慮」・・・「３」と「４」を合わせた回答率4.2％ 

金融機関から、提出期限が短く事務負担を感じたなどの意見がありました。 

これらの意見に対しては、金融機関の規模等を勘案するなど、主任検査官による管理を十分に行うよ

う徹底するほか、今後とも研修等の機会も通じ検査官に対する指導に努めていきます。 

 

◇「検査官の態度」・・・「３」と「４」を合わせた回答率4.8％ 

金融機関から、一部検査官の言動に苦言が寄せられました。 

この点につきましても、主任検査官の指導や研修等の機会を通じ検査官に対して穏健冷静な検査態度

の徹底に努めていきます。 

 

◇「検査を実施する上での知識」・・・「３」と「４」を合わせた回答率3.6％ 

金融機関から、経験の少ない検査官の検査手法等に苦言が寄せられました。 

この点につきましては、今年度より専門研修等を充実するなど、引き続き検査官の資質の向上に努め

ていきます。 
     
５．自由記載欄（金融検査評定制度について）  

「金融検査評定制度」に関しては、「自主的・継続的な経営改善を行うインセンティブが高まった」

という意見がある一方で、「具体的な評定事例を示してほしい」、「事例を踏まえた判断基準を明示して

ほしい」などの意見も寄せられました。 

これらの意見に応えるため、本年７月に公表した「金融検査指摘事例集」において、評定結果につい

てレベル感を比較できるようにＢ評定を３類型に分けて紹介しました。今後とも、要望に応えるため指

摘事例集の一層の充実を図っていきます。 

 

６．アンケート式②結果（検査結果通知書について）  

全体として、「１」と「２」を合わせた回答は 99％となっており、「１」とする回答は 78％を占めて

います。 

 

７．「検査モニター」について  

オンサイト検査モニターについては、平成 19 検査事務年度より原則全件実施しました。今後とも金

融機関との率直な意思疎通を図るため対話を充実していきたいと考えています。 

また、検査モニター等において寄せられた種々のご意見を踏まえ、これまで以上に適切な検査の実施

に努めていきます。各金融機関におかれましては、検査モニターについてのご理解とご協力をお願いし

ます。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「オフサイト検査モニターの集計結果の公表

について」（平成20年7月31日）にアクセスしてください。 
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金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等 

（期間：平成20年４月１日～6月30日）について 
 
金融サービス利用者相談室（以下「相談室」）に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等の

ポイント等については、四半期毎に公表しています。平成20年４月１日から６月30日までの間における

相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。 

 

１．平成 20年４月１日から６月 30日までの間に、11,441 件の相談等（詳細については、「金融サービス

利用者相談室」における相談等の受付状況等（平成 20 年７月 31 日）をご参照ください。）が寄せられ

ています。１日当たりの受付件数は平均 185 件となっており、20年１月１日から３月 31日までの間の

実績（199件）と比べやや減少しています。 

 

２．分野別の受付件数としては、預金・融資等に関するものが 2,970 件（26％）、保険商品等に関するも

のが 3,124 件（27％）、投資商品等に関するものが 3,518 件（31％）、貸金等に関するものが 1,595 件

（14％）、金融行政一般・その他が234件（２％）となっています。 

 

３．分野別の特徴等としては、 

(1)   預金・融資等に関するもののうち、融資業務については、融資の実行・返済についての相談等が、

預金業務については、本人確認手続など預入れ時の態勢についての相談等が、その他業務では、為

替についての相談等が寄せられています。 

(2)   保険商品等については、保険金の支払に関するもの、保険金請求時等における保険会社の対応に

関するものについての相談等が寄せられています。 

(3)   投資商品等については、証券会社（第一種業）に関するもの、登録詐称・無登録業者に関するも

の、有価証券報告に関するものについての相談等が寄せられています。 

(4)  貸金等については、一般的な照会・質問に関するもの、個別取引・契約の結果に関するもの、不

適正な行為に関するものについての相談等が寄せられています。 

 

４．なお、受け付けた相談等の中には、検査・監督上参考となる情報（注）も寄せられており、利用者全

体の保護や利便性向上の観点から、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、

金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。 

（注）検査・監督上参考となる情報の例 

① 預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢及び広告等の不適正な

表示に関するもの 

② 預金取扱金融機関における本人確認や説明を求めた際の不適切な顧客対応に関するもの 

③ 預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの 

④ いわゆる貸し渋り・貸し剥がしに関するもの 

⑤ 保険会社等の不払い等（保険金等の不適切な不払い、支払漏れ等）に関するもの 

⑥ 保険募集人等の不適正な行為に関するもの 

⑦  いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの 

⑧  貸金業者による法令違反のおそれのある行為（取立行為規制違反、取引履歴の不当な開示拒否等）

に関するもの 

また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ117口座の情報提供を

行っています。 

さらに、平成20年１月１日から３月31日までの間における情報の活用状況は以下のとおりです。 

① 監督において行った224金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参

考としています。 

② 金融庁が着手した15金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。 
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５．寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相

談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しています。今回、新たに追加又は改訂する「利用

者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」の項目・相談事例等は、以下のとおりです。 

□ 預金・融資等 

○ 振り込め詐欺救済制度に関する相談等 

・ 振り込め詐欺の被害に遭い、お金を振り込んでしまいました。振り込め詐欺救済法が施行され

たと聞きましたが、施行前の被害も救済の対象になりますか。どのような手続をしたらいいです

か。 

□ 保険商品等 

○ 保険金の支払に関する相談等 

・ 保険金の支払を保険会社に請求してからしばらく日数が経過しましたが、まだ保険金が支払わ

れていません。通常、請求してからどのくらいの日数で保険金は支払われるのでしょうか。 

□ 投資商品等 

○ 自社発行未公開株に関する相談等 

・ ある事業会社から、未公開株の勧誘を受けています。当社は発行会社なので金融商品取引法の

登録は必要ない、特別な方への限定販売であると言っています。また、当社から勧誘を受けて以

後、他の業者から、当社は有望なので株式があれば譲ってほしいとの電話が頻繁にかかるように

なりました。信用できるでしょうか。 

□ 貸金等 

○ 違法な金融業者からの借入れに関する相談等（改訂） 

・ 業者の指示にしたがって、借入れを行う前にお金を振り込みましたが、融資が実行されません。 

 

＊ その他、金融庁ウェブサイト（「一般のみなさんへ」）では、金融サービスを利用する皆様にご注意

いただきたい情報を掲載しております。 
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預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について  
 
 
平成15年9月12日、金融庁は、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏

まえ、当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められ

る場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する旨事務

ガイドライン（現監督指針）を改正したところであり、その情報提供件数等について、四半期毎に公表し

ています。 

これによると、調査を開始した平成15年9月以降、本年6月30日までに、金融庁及び全国の財務局等にお

いて、18,962件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行いました。 

また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、

本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝

要であり、本年6月30日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、9,849件の利用

停止、7,427件の強制解約等を行っています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「預金口座の不正利用に係る情報提供件数

等について」（平成20年7月31日）」にアクセスしてください。 
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「子ども見学デー 金融庁へＧＯ！」の開催について 

 

去る８月20日(水)と21日(木)の２日間、金融庁において「子ども見学デー 金融庁へＧＯ！」を開催

しました。 

「子ども見学デー」とは、主催の文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して、業務説明や省内見学な

どを行うことにより、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とす

るとともに、あわせて府省庁等の施策に対する理解の増進を図ることを目的としています。 

 金融庁については、平成 16 年度からこの見学デーに参加しており、この機会に暮らしの中の金融の動

きや金融庁の仕事について理解を深めてもらうことを目的として開催しています。 

 今年の見学デーについては、昨年と同様に往復はがきとＦＡＸにて参加者募集を実施しました。その結

果、全国各地から多数の応募があり、広報室での厳正な抽選の結果、20 日は 13 名の子どもたちと 10 名

の保護者・引率者、21日は16名の子どもたちと11名の保護者・引率者に参加していただきました。 

 両日とも朝 10 時に 16 階会見室に集合いただき、まず、オリエンテーションを行い、引き続き、「めざ

せ！マネーキング」と題しまして、金融知力普及協会の有明三樹子先生から講話をいただきました。パソ

コン、プロジェクター、スクリーン、クイズのソフトを用いながら、くらしや仕事と深い関わりのあるお

金や金融・経済を楽しく勉強しました。 

 続いて、三好広報室長から「金融庁ってこんなところ」と題しまして、金融庁の組織や仕事内容をわか

りやすく説明しました。 

 引き続き、「大臣室をのぞいてみよう」と題し、17 階大臣室を子供たち、保護者・引率者の皆さんで訪

問しました。両日とも、茂木金融担当大臣に忙しい中時間をとっていただきまして、子供たちの質問に答

えていただいたり、大臣を囲んでの記念撮影やサインに応じていただくなど、子供たちや保護者・引率者

から大変好評でした。 

子どもたちからは「どうして大臣になったのですか？」といった質問や「何代目の大臣ですか？」「今

までに合併した一番大きな銀行はどこですか？」「金融庁はすべての銀行を監督しているのですか？」な

ど、大臣から「記者よりも厳しい質問だ。」との言葉が出るほど鋭い質問が数多く寄せられました。 

子供たち及び保護者・引率者に記入いただいたアンケート結果からは、「とてもおもしろかった、とて

もよくわかった」「お忙しいスケジュールの合間をぬって子どもたちに丁寧に対応してくださった大臣と

のお話が一番感動しました」「子供が直接大臣とお会いできて、思い出ができてよかった」「大臣のサービ

ス精神に感動です」などの感想が数多く寄せられました。特に、有明三樹子先生のお話や茂木金融担当大

臣との質問コーナーや写真撮影に人気が集まりました。 

今回いただいた様々な参加者の声は、次回の子ども見学デーに活かしていくことはもちろんのこと、業

務にも活かしていきたいと考えています。今後も子どもたちに金融の動きや金融庁の仕事について興味を

持ってもらい、理解を深めてもらえるように金融庁としても努力していきたいと思います。 
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【法令解説等】 

 

「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な

監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正の公表 

について 

 
金融庁は、平成20年8月6日、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合

的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」を改正しました。改正の概要は、以下のと

おりです。 

 

１． 主要行等向けの総合的な監督指針と中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針について  

今回のサブプライムローン問題により金融機関が大きな損失を被ったことから、欧米監督当局や国際

機関等は金融機関のリスク管理のあり方を検証し、ここで抽出された教訓については、金融安定化フォ

ーラム（ＦＳＦ）の報告書等の形で公表されたところです。我が国でも、金融庁が各金融機関へのヒア

リングを通してリスク管理上の留意点の把握に努めているほか、日本銀行が証券化商品への投資に係る

リスク管理上の留意点を公表するなど、当局による金融機関のリスク管理のあり方についての検証が進

められてきました。 

これらの検証と教訓を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向け

の総合的な監督指針」の市場リスク管理・信用リスク管理に関する留意点等について改正を行いました。

具体的には以下のとおりです。 

 

(1)  リスク管理体制 

• 経営陣は、幅広い視点から能動的かつ迅速に業務運営やリスク管理等の方針を決定しているか。 

• 内外の経済動向等を含め、保有資産の価格等に影響を与える情報を広く収集・分析するととも

に、経営陣が適切かつ迅速に業務運営やリスク管理等の方針を決定できる態勢が整備されている

か。 

• 保有資産の種類等別に業務部門が相互の連携なく投資運用を行う場合、全体としてリスクの集

中を招く等効果的なリスク管理に支障が生じうることを認識し、ポートフォリオ全体の観点から

適切かつ迅速な投資判断を行える態勢が整備されているか。 

• 海外拠点を含めたグループレベルで、リスク管理は実施されているか。 

 

(2)  リスク管理の内容・手法 

• ＶａＲ値をリスク管理に用いる際は、商品の特性を踏まえて、観測期間、保有期間、信頼区間、

計測手法及び投入するデータ等の適切な選択に努めるとともに、計測結果を検証し、妥当性の確

保に努めているか。 

• 統計的なリスク計測手法には一定の限界があることを踏まえ、多様なリスク計測手法の活用、

ストレステストを含むリスク管理手法の充実を図っているか。 

• ストレステストについては、ヒストリカルシナリオのみならず、仮想のストレスシナリオによ

る分析を行うなど、内容の充実を図っているか。 

•   ストレステストの設定内容・結果につき、取締役会等において、リスク管理に関する具体的な

判断に活用される態勢が整備されているか。等 

 

(3)  証券化商品等のクレジット投資のリスク管理 

① 価格評価 

• 価格評価にあたっては、可能な限り客観的な価格評価を行っているか。 

• 価格評価モデルを用いる場合にその適切性を検証しているか。 
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• 第三者から価格評価を取得する場合は、情報を求めた上でその妥当性の検証に努めているか。           

                                                                                    等 

② 商品内容の把握 

•   証券化商品等への投資・期中管理にあたり、外部格付に過度に依存しないための態勢が整備さ

れているか。 

• 商品ストラクチャーの分析等、内容把握に努めているか。 

• オリジネーター、マネージャー等の関係者の能力・資質、体制等の把握・監視に努めているか。

等 

③ 市場流動性リスクの管理 

• 証券化商品等への投資や期中管理において、市場流動性を適切に検証しているか。 

• 証券化商品等の市場流動性につき、懸念が認められた場合、適時に対応を検討する態勢となっ

ているか。 

④ 証券化商品の組成等に係るリスク管理 

•   証券化商品等の組成・販売業務において、パイプラインリスク（市場の変化により、原資産の

リスクを投資家に移転することが困難になる）について、あらかじめ検討が行われているか。 

•   非連結の特別目的会社等を用いて証券化商品等の組成・販売等を行う際に留意すべきリスク

（レピュテーショナルリスク等）について検討が行われているか。 

 

(4)  カウンターパーティリスクの管理 

デリバティブ取引等における主なカウンターパーティについて、適切なリスク管理（カウンターパ

ーティ別・類型別のエクスポージャー管理、市場流動性が低下する状況等も勘案した適切なストレス

テストの実施等）を行っているか。等 

 

(5)  情報開示の適切性・十分性 

市場の関心の強い分野に係るエクスポージャー等については、国際的なベストプラクティスを踏ま

えつつ、自行のリスク特性に即した有用な情報を積極的に開示しているか。 

 

そのほか、銀行代理業や免許の手続き等に係る改正を行いました。 

 

２． 信託会社等に関する総合的な監督指針について 

信託業法が全面改正されてから３年を経過したところであり、効率的・効果的な監督事務の実施を確

保する観点から改正を行うとともに、テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防

止するための態勢整備等に係る監督上の主な着眼点等を明確化するために所要の改正を行いました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中

小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正

の公表について（平成20年８月６日）」にアクセスしてください。 
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「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内 

閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について 

 

Ⅰ．経緯 

平成 16 年６月９日に公布された株式等の振替に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関す

る法律等の一部を改正する法律（決済合理化法）は、社債等の振替に関する法律を改正し、これまで社

債や国債を対象としていた振替制度の対象に、株式・投資口等の有価証券を加えること等を内容とする

ものです。この決済合理化法の施行により、上場会社の株式等に係る券面は全て廃止され、券面の存在

を前提として行われてきた株主権の管理は、証券会社等に開設された口座において電子的に行われるこ

とになります（株券電子化）。 

  決済合理化法の施行に伴う政省令の改正作業においては、昨年12月14日に「社債等の振替に関する

法律施行令の一部を改正する政令」および「社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令」を公布

し、今般、これらの政省令以外の関係する政省令の改正を行ったところです。 

 
Ⅱ．改正の概要 

  改正の主な内容は次のとおりです。 

(1)  決済合理化法の施行に伴い、振替制度の根拠法令の名称が「社債等の振替に関する法律」（関係政

省令を含む。）から「社債、株式等の振替に関する法律」（関係政省令を含む。）に変更されるため、

これらの法令を引用している政省令において法令名を改正する。 

(2)  決済合理化法の施行に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律」（関係政省令を含む。）が廃止

されるため、これらの法令を引用している政省令において不要となる規定を削除する。 

(3)  関係政省令において振替機関等の振替口座簿に超過記録が発生した場合における議決権について

の調整の定めを規定する。 

(4)  株主等が振替口座簿の記録事項について情報提供請求をする際に、電磁的方法によることを可能

とする旨を規定する。（一般振替機関の監督に関する命令等） 

(5)  特別口座の開設について本人確認の対象から除外する旨を規定する。（犯罪による収益の移転防止

に関する法律施行規則） 

(6)   放送会社等の外国人保有制限がある会社について、電子化移行時の株主名簿の名義書換手続にお

ける取扱いを規定する。 

(7)   その他所要の整備を行う。 

 
Ⅲ．その他 

  決済合理化法および関係政省令は、決済合理化法の公布の日から５年を超えない範囲で政令で定める

日に施行されることとされています。現在、平成 21 年１月５日を実施（施行）予定として準備が進め

られています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「株式等の取引に係る決済の合理化を図る

ための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について」にアクセスしてください。 
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Ｑ：早急に取り組むべき具体的な懸案について教えていただきたい。ま

た、その対応方針、スケジュール感について教えていただければと思い

ます。 

Ｑ：渡辺前大臣は私的懇談会として、「金融市場戦略チーム」というチ

ームを独自に立ち上げて、いろいろな提言等もされてきたのですけれ

ど、現時点で、大臣はそういった私的懇談会のようなものを新たに立ち

上げるお考え・意思のようなものはあるのでしょうか。 

【金融ここが聞きたい！】 

 このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。 

 もっとたくさんご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてく

ださい。 

 

〔茂木大臣就任記者会見冒頭発言〕 

この度、内閣府の特命担当大臣金融担当、そして行政改革担当、公務員制度改革担当を拝命いたしまし

た茂木 敏充です。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨日、官邸では総理の方から「改革の担当大臣としてしっかりやって欲しい」というお話がありました

が、今日も辞令交付がございまして、同じように改革の担当大臣だという自負を持って取り組んで欲しい、

というお話がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．サブプライムの問題は世界的に金融の混乱、こういったことを招いているわけでありますが、我が

国は、昨日も申し上げたように、金融システムは欧米と比べると相対的に安定はしていると思います。

しかし、グローバルな金融市場では依然として緊張が続いているわけでありますから、高い警戒水準

を維持しながら注意深くフォローしていくということが、何より現時点では重要であると思っており

ます。それから、原油、原材料価格が高騰しておりまして、我が国の景気にも下振れリスクというも

のが高まっているわけであります。特に、中小企業は、極めて厳しい状況にありまして、ここで、金

融機関の金融仲介機能が極めて重要になってくると考えております。当然、金融機関としての財務の

健全性の維持ということもありますが、同時に、中小企業に対する円滑な資金供給に万全を期してい

くということが大切だと思っております。 

   それから、昨日、総理の方からも「我が国の金融の資本市場の国際競争力を強化するために、東京

をロンドンやニューヨークと並び立つ市場にするように努力して欲しい」というお話がありました。

ご案内のとおり、昨年 12 月に、この金融資本市場の国際競争力強化のために、市場強化プランのと

りまとめを行ったわけでありまして、これをしっかり進めて行きたいと思っているところであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．今日の今の時点で、具体的にどういった懇談会を作るか、何を進めるか、こういうことについて明

確なプランを持っているわけではありません。ただ、私が例えばＩＴ担当大臣をやりました時に、そ

この中で、日本におけるＩＴ戦略がどこまで進んでいるか、ただ、2001 年に始まったプランにして

も、ちょうど私が2003年から2004年にくらいにやりました時に、進めるのはいいのですが、これま

でやってきた評価はどうなのか、ということで、評価の専門委員会というのを作りました。ちょうど

その頃ＩＴの国際化を進めていく、特にアジア戦略を作らなければならない、こういうことで、国際

問題に関する懇談会を２つ作らせていただきましたが、少なくとも、ＩＴの分野ではそういったこと

が非常に有効に機能したと、こんな風にかんがえており、様々な金融の問題もそうでありますし、民

間の知恵であったり、いろいろな私見をしっかり行政に活かしていくことが重要だと思っています。 
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Ｑ：証券税制についてお聞きしたいのですが、昨日、講演で高齢者と小

口投資家の優遇ということをおっしゃったわけですけど、なぜ、高齢者

優遇が今必要なのかということについてお聞きしたいのですが。結局、

説明では個人金融資産（保有）の6割以上が高齢者であり、だから優遇

して活性化につなげるのだということだと思うのですが、むしろ、政策

としては、蓄えのない層に優遇措置を設けるべきではないかと思うので

すが、その辺は大臣、どのようにお考えでしょうか。 

【平成 20 年８月２日（土）就任記者会見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ． 昨日は英語で講演しましたので、十分説明できていなかった点もあるかと思いますが、今まさに

この証券税制につきまして、8 月末の要望に向けて 終的な調整を行っているところでありまして、

おそらく、確定拠出型年金、401k 制度の充実であったり、いくつかの項目が出てまいりますが、大

きな柱としましては、今言いました高齢者の投資の税率の軽減なり、非課税の制度の導入の問題、そ

れからもう一つは、小口投資家の育成のための優遇措置・特例措置、言ってみますと、日本版の ISA

（個人貯蓄口座制度）といったことが二つ目の柱になってくると、そういうふうに考えておりまして、

単に高齢者優遇だけではなく、広く一般の投資家を育てていくということも非常に重要な観点だと、

こんなふうに思っているところであります。 

それから高齢者につきましては、確かに今、個人の金融資産 1,500 兆円、GDP の 2.9 倍にあたるわ

けでありますが、その資産につきまして、高齢者が6割を保有している、特に、株式投資信託でいい

ますと7割を保有しているとこういう現状もありますが、同時に、高齢者の側に立って見ますと、今

の利子所得が減少する一方で、家計における配当所得の割合というのが増加しているわけであり、ま

さに高齢者にとっては、これが「第二の年金」としての重要性が高まっていると、こういう観点を考

えております。その一方で、若年層につきましては、ご指摘のように、株式投資信託の保有も少額で

あり、小口の継続的、長期投資を通じた資産形成が重要な課題だと、こんなふうに考えております。

証券税制につきましては、どうしても「金持ち優遇にあたらないか」というご批判なりご懸念が出る

ところでありますが、実際問題で申し上げると、株式、それから投資信託等の投資家、これは7割が

年収500万円未満の方であり、特に 近で申し上げると、投資を増やしているのも同じ年収500万円

未満の世帯ということになってきますので、そういった意味も含めて、小口の投資家を増やしていく、

それから、「第二の年金」として配当所得等が特に重要になっている高齢者への対策を取る、これが

二つの大きな柱ということになってまいります。 

【平成 20 年８月 26 日（火）記者会見】 
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【お知らせ】 

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください！ 

ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です 
昨年９月30日に金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）が施行され、一般投資家向けにいわ

ゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む）への登

録義務が課されました（プロ向け業務（＝適格機関投資家等特例業務）を行う者であれば届出義務）。 

具体的には、 

１． 他者からお金を集め（出資を募り） 

２． 何らかの事業や投資を行い  

３． その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み  

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。  

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認が出来ます。 
無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。 

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないこ

とになっています。 
・公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、     

利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはな

らない。 
・契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概要

等を記載した書面を交付しなければならない。 
・「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」を

してはならない。 
・損失補てんをしてはならない。 
たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧

めします。 
 
 

○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。 
金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）においては、投資者保護のための横断的法制の構築

の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。 

この制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けら

れたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決お

よびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確

保しようとする枠組みです。 

金商法が施行されて以降、平成 19 年９月 30 日に社団法人生命保険協会、平成 20 年３月７日に社団

法人日本損害保険協会が認定を受けております。認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も

設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO 法人や各種の業界団体等が考えられますが、

これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融

庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が

幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。 
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〇 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています！ 

証券取引等監視委員会は、証券会社などに対

する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴

金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な

市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で

健全な市場の構築に努めています。当委員会は、

こうした調査、検査などの参考とするため、電

話、文書（ファクシミリを含む）、インターネ

ットなどで情報提供を受け付けており、平成 19

事務年度には、5,841 件と、多数の情報をお寄

せいただきました。 

インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告

書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買

や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為

に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報

をご提供ください。（なお、調査、検査の依頼

や証券会社などとのトラブル処理には対応して

おりません。） 

 

インターネットにおける情報受付窓口

は証券取引等監視委員会ウェブサイトを

ご覧ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

〇 株券電子化について 

平成16年に、株券を電子化する法律（社債、株式等の振替に関する法律）が成立し、平成21年１月

を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。 

株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各

位に早めの準備を行わって頂く必要があります。 

ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。 

そこで、金融庁のウェブサイトの改訂（平成19年２月13日）等によって、個人投資家を中心とした

関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの

方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の

準備 もうお済みですか」では、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っています。なお、こ

の政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。 

以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。 

 

１． 概要 

株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構及び証券会社等の

口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。 

 

                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子化後 

コ ン ピ ュ ー タ ー で 

株 主 の 権 利 を 管 理 

   

会社 名義 株数 

甲 Ａ 100 株

  Ｂ 100 株

 

コンピューターの帳簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   権利者として扱われる。

現 行 

株 券 

一般からの情報提供を求めるポスター 
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２．留意点（タンス株券をお持ちの株主） 

株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主（いわゆる「タン 

ス株券」をお持ちの株主）については、特に以下の点に留意してください。 

① お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもあり   

ますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券 

保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

② お持ちの株券がご自分名義となっている場合、①のように株主としての権利が失われることは  

ありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする

等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望

ましいと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予

測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うよう

にしてください（現在でも当該預託を行うことは可能です。） 

 

※ 「株券電子化」については金融庁ウェブサイトにも掲載しています。金融庁ウェブサイトのトップ

ページ「金融庁の政策 ▷ 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。 

 

〇 新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スＦＳＡ」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing 

to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。 

 

 

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 
証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を行

っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に

対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイ

トの新着情報を、電子メールにてご案内します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

Ａ

電子化後 

   

会社 名義 株数 

甲 Ａ 100 株 
コンピューター上の株主が 

株主として取扱われる 

権利を失う

おそれ！ 

株 券 

Ａ名義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ａ 

電子化後 

    

 会社 名義 株数 

 甲 Ａ 100 株

 

速やかな売却が困難に！

株 券 

Ａ名義
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※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メー    

ル配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセス

してください。 

 

○ 金融円滑化ホットラインの開設について 

金融庁では、金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報等の

受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を開設しております。 

これは、原油・素材価格の高騰や円高の影響により、大企業や中小企業ともに大部分の業種で業況感

が悪化している等、中小企業の経営が圧迫されている状況に対し、十分な注視が必要であり、一層の配

慮が求められていることを踏まえ、平成20年４月４日に経済対策閣僚会議において決定された、「成長

力強化への早期実施策」に盛り込まれた中小企業金融の円滑化に向けた施策の一つとして、行政の態勢

整備を行うこととしたものです。 

本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させて

いただいているところです。また、寄せられた情報の中に、 近、融資の申込みに際し、融資申込先の

金融機関等から、「貴社のような業種へは融資をしないよう、金融庁から指導されているので、ご融資

できない。」という対応をされた、といった内容のものがありました。 

金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をすることはありません。貸出

の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、同様に、金融検査が貸出判断に関

与することもありません。 

このような不適切な対応を金融機関から受けた場合には、下記の金融円滑化ホットラインに情報提供

をお願いします。頂いた情報については、検査・監督に活用させていただきます。 

 

名 称：「金融円滑化ホットライン」 

受付時間：平日１０：００～１６：００ 

電話番号：０３－５２５１－７７５５ 

受付内容：銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等 

 

※ ご留意事項 

○  ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った

上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行う

ことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。 

○  ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。 

 

※  詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「特定業種に対する金融機関の貸出判断

について」（平成20年6月17日）にアクセスしてください。 
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【８月の主な報道発表等】 
１日(金) ｱｸｾｽ ・ 生命保険業の免許について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 真柄建設株式会社の有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命

令の決定について 

６日(水) 
ｱｸｾｽ 

・ 「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び

「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正の公表について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令（案）の公表につい

て 

７日(木) 
ｱｸｾｽ 

・ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」

等に対するパブリックコメントの結果等について 

 ｱｸｾｽ ・ アセットカンパニー株式会社に対する行政処分について 

 ｱｸｾｽ ・ 特定保険業者 全国共済連合会に対する行政処分について 

 ｱｸｾｽ ・ 株式会社ピースステイブルに対する行政処分について 

８日(金) ｱｸｾｽ ・ 平成 20 年３月期における不良債権の状況等（ポイント） 

 ｱｸｾｽ ・ 「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」等の一部改定について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 「金融検査及び監督並びに証券取引等監視等業務に関する業務・システム最適化計画」等の

改定について 

 ｱｸｾｽ ・ 「金融庁業務支援統合システム調達計画書」の公表について 

１３日(水) 
ｱｸｾｽ 

・ 株式会社関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画の履行状況及び経営計画の公表につい

て 

 ｱｸｾｽ ・ 株式会社紀陽ホールディングスの経営強化計画履行状況について 

 ｱｸｾｽ  株式会社豊和銀行の経営強化計画履行状況について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 株式会社紀陽銀行の産業活力再生特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報

告書の概要について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 株式会社もみじ銀行の産業活力再生特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況

報告書の概要について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 株式会社きらやか銀行の産業活力再生特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状

況報告書の概要について 

１９日(火) ｱｸｾｽ ・ 平成 20 検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画について 

 ｱｸｾｽ ・ 「行政処分事例集」の更新について 

２２日(金) ｱｸｾｽ ・ 甲田 英司(ロイズ・インベストメント・パートナー)に対する行政処分について 

 
ｱｸｾｽ 

・ 株式会社サンエー・インターナショナルの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の

決定について 

２５日(月) ｱｸｾｽ ・ 常盤 Investments 株式会社に対する行政処分について 

２７日(水) ｱｸｾｽ 
・ 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表につい

て 

 ｱｸｾｽ ・ 生命保険業の免許について 

２８日(木) 
ｱｸｾｽ 

・ 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」及び「保険会社向けの総合的な監督指

針」の一部改正（案）の公表について 

 ｱｸｾｽ ・ 平成 21 年度機構・定員及び予算要求について 

 ｱｸｾｽ ・ 「平成 21 年度 税制改正要望」について 

２９日(金) 
ｱｸｾｽ 

・ 「平成 19 年度実績評価書」、「平成 20 年度事業評価書」、及び「平成 20 年度総合評価書」の

公表について 

 ｱｸｾｽ ・ 貸金業関係統計資料集の更新について 

 ｱｸｾｽ ・ 多重債務者相談強化キャンペーンについて 

※ ｱｸｾｽ マークのある項目につきましては、 ｱｸｾｽ から公表された内容にアクセスできます。 
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